
ワーキンググループの設置について（案） 
平成２０年４月２５日 

 

 

利活用促進部会は、次世代ＩＰネットワーク推進フ

ォーラム利活用促進部会設置要綱第５条に基づき、以

下の２つのワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）

を設置するものとする。 

 

１ 利活用ＷＧ 

２ 新ビジネス検討ＷＧ 
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